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船舶事故調査報告書 

 

                             平成２８年６月３０日 

                      運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

委   員  庄 司 邦 昭（部会長） 

                         委   員  小須田   敏 

                         委   員  根 本 美 奈 

 

事故種類 転覆 

発生日時 平成２７年１０月１７日 １５時１５分ごろ 

発生場所 神奈川県平塚市相模川河口  

 平塚沖波浪観測塔灯から真方位０７０°１.２海里（Ｍ）付近 

 （概位 北緯３５°１８.７′ 東経１３９°２２.１′） 

事故の概要 遊漁船神
しん

水
すい

は、北進中、転覆した。 

神水は、左舷船首部に破損等を生じた。 

事故調査の経過 平成２７年１０月１９日、本事故の調査を担当する主管調査官（横

浜事務所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

遊漁船 神水、５.４トン 

２３５－３０７５９神奈川、有限会社ジョイフィッシュマリン 

７.３８ｍ（Lr）×３.１４ｍ×１.６３ｍ、ＦＲＰ 

ディーゼル機関、２２０.６６kＷ、平成５年８月 

 乗組員等に関する情報 船長 男性 ５２歳 

一級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

  免許登録日 平成３年３月２５日 

免許証交付日 平成２３年５月３１日 

        （平成２８年６月２０日まで有効） 

 死傷者等 なし 

 損傷 左舷船首部に破損等 

 気象・海象 気象：天気 曇り、風向 北北東、風力 ５ 

海象：波高 約１.５ｍ、潮汐 上げ潮の中央期 

神奈川県には、１０月１６日１３時１４分に波浪注意報が発表さ

れ、本事故当時も継続中であった。 

 事故の経過 本船は、２機２軸の双胴船で、船長が１人で乗り組み、釣り客５人

を乗せ、神奈川県大磯町沖で釣りを行い、平成２７年１０月１７日１

５時００分ごろ釣りをやめ、平塚市のマリーナに向けて帰航を開始し

た。 

本船は、相模川河口に向けて約１９ノットの対地速力で北進中、船

長が同河口付近の波が出航時より高くなっているのを認めた。 

船長は、追い波の中を航行し、速力を波の速力に合わせ、波の谷間
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に入って航行していたところ、導流堤を視認するとともに、付近に設

置されていた橙色の浮子を認めてこれに近づき過ぎたことを知り、右

転することとした。 

本船は、右転を開始して間もなく、右舷船尾を波に押されて大きく

右回頭し、右舷側から波を受けて左舷に傾きながら左舷のブルワーク

が海水に入り、１５時１５分ごろ転覆した。 

フライングブリッジにいた船長、釣り客１人及び後部甲板にいた釣

り客３人は、転覆時に落水し、キャビン内にいた釣り客１人は、転覆

後にキャビンの右舷側窓から脱出した後、それぞれ転覆した本船の手

摺
す

り等に掴
つか

まって救助を待った。 

本事故は、海岸で本船の転覆を目撃した人によって消防署に通報さ

れた。 

船長及び釣り客５人は、近くにいたサーファーや本事故の通報を受

けた海上保安庁のヘリコプターによって救助され、負傷者はいなかっ

た。 

本船は、漂流して相模川河口西側の防波堤に接触した後、マリーナ

の関係者や消防のレスキュー隊により、相模川の河岸に船固めされ

た。 

（付図１ 事故発生場所概略図、付図２ 平成２７年１０月１７日１

５時００分ごろの天気図 参照） 

 その他の事項 船長は、０６時３０分ごろの天気予報等で相模湾の波高が約１.５

～２.５ｍとの情報を、０６時ごろの平塚沖波浪観測塔の観測値が波

高１.２２ｍ、北北東風の風速８.２m/s であるとの情報をそれぞれ入

手し、相模川の河口付近では特有の大きな波が発生することがある

が、北寄りの風が強いときには、沖では波が立つものの、岸寄りでは

波が立たないことが多いので、出港は可能であると判断し、０７時２

０分ごろマリーナを出航した。 

業務規程における風速等の出航中止基準は、海上警報の発令中、波

高２ｍ又は風速１０m/s となっており、帰航基準も同様の値である。 

船長は、本事故後、気象状況が悪く波が高いときには、出航を取り

やめるか、相模川河口西側の平塚漁港（新港）に避難すべきと思っ

た。 

釣り客４人は、救命胴衣を着用していたが、船長及び釣り客１人

は、着用していなかった。 

本事故現場の西南西方約１.２Ｍに位置する平塚沖波浪観測塔にお

ける１５時００分の観測値は、１／３最大波（有義波）の波高１５

４.２cm、周期９.１秒、風向 北北東、平均風速 ８.８m/s であっ

た。 

文献（「操船通論」本田啓之輔著、成山堂書店、平成２３年１２月

２８日発行）によれば、大波を船尾から受けて順走するとき、船尾が
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波に押されて一気に船体は回頭し、波の谷に陥り横波を受けるように

なることをブローチングといい、波速が船速とほぼ等しい波乗り状態

となったときに最も起こりやすく、もし海水の打ち込みで復原力が不

足するようなことがあれば、横倒しとなり転覆の危険がある。 

海上保安庁では、相模川河口における転覆事故が多発しているの

で、天候が急変したり、相模川河口部で三角波が立つ場合は無理をせ

ず、平塚漁港（新港）に避泊する等、安全を優先した判断を行うこと

を呼び掛けていた。 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象等の関与 

 判明した事項の解析 

 

あり 

なし 

あり 

本船は、波浪注意報が発表されている状況下、相模川河口付近にお

いて、追い波を受けて航行中、船長が、本船の速力を波の速力に合わ

せて航行したことから、右転操作を行った際、右舷船尾を波に押され

て大きく右回頭し、波の谷間に陥って右舷側から波を受けて転覆した

ものと考えられる。 

船長は、追い波を受ける際の危険性については知っていたものの、

波速が船速とほぼ等しい波乗り状態でブローチングが最も起こりやす

いことなどを知らなかったことから、本船の速力を波の速力に合わせ

た上に、右転操作を行ったものと考えられる。 

原因 本事故は、本船が、波浪注意報が発表されている状況下、相模川河

口付近において、追い波を受けて航行中、船長が、本船の速力を波の

速力に合わせて航行したため、右転操作を行った際、右舷船尾を波に

押されて大きく右回頭し、波の谷間に陥って右舷側から波を受けて転

覆したことにより発生したものと考えられる。 

参考 今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

 ・気象及び海象情報を入手し、波高が大きいことが予想される場合

は、避難港についても検討すること。 

・追い波を受けて航行する際の危険性を把握すること。 

・運輸安全委員会ダイジェスト（２０１２年４月発行）の重大事故

調査事例①（河口付近で追い波を受けて航行し転覆した事例）を

参照のこと。 
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付図１ 事故発生場所概略図 

   

付図２ 平成２７年１０月１７日１５時００分ごろの天気図 

（気象庁 地上解析図） 

事故発生場所 

(平成２７年１０月１７日 

１５時１５分ごろ発生) 


